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1.は じめ に

福祉 のまちづ くり条例 やハー トビル法の施行な らびにその後の改正によ り、車いす利用

者をはじめとす る身体障害者や高齢者が建物 を利用 しやすい環境が少 しずつ整いつつある。

しか し、建物 内で火災が発生 した場合、 これらの人々をどのように安全 に避難 して もらう

かについては、 まだ具体 的な対策 は十分考えられていない。 また、医療 ・福祉施設に設置

されている避難階段の寸法計画は屋 内避難 、階段の奥行 き寸法 を柱 間隔お よび、病室の間

口 ・奥行 き寸法 に合 わせている事例が多 く、車いす使用者のための一時待機場所 を設置す
文1)

ることは困難であることが既往 の研究 で明 らかになった。

本論では、医療 ・福祉施設の設計に携わっている設計者に対 し、 アンケー ト調査 を実施

し、避難施設の現状や、車 いす利用者 をはじめ とす る身体障害者や高齢者の避難安全 につ

いて どの ような考えをもっているか を明 らかにし、医療 ・福祉施設 における避難施設の改

善や火災時の避難安全性 を高める具体 的な対策 を見出すことを目的 としている。

2.ア ンケー ト調査方 法 と概要

今 回の ア ンケ ー ト調 査 は、 まず ア ンケー トの 質 問項 目をホ ー ムペ ー ジで作 成 し、 ホー ム

ペ ー ジ上 でア ンケー トに答 え られ る ように した。 ア ンケー トの 内容 は、「屋外避 難 ス ロー プ」、
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「屋 内避難階段 の一時待機場所」 に質問を絞 った。 アンケー トの対象者は、医療 ・福祉施

設 を数多 く設計 し、豊富な経験を持ってい る設計事務所 および建設会社の設計者 を対象 に、

メールにてホームページのア ドレス等を連絡 し、ア ンケー トに協力 して もらった。なお、

アンケー トの回答内容 はメールにて送信で きるようシステムを作製 した。

3.ア ンケ ー トの調査方 法お よび 回答 状況

(1)ア ンケー トの回収状況

調査対象の回収状況 は、大手建設会社5社 お よび、設計事務所6社 の設計部の責任者 に

アンケー トの依頼 と、 ホームページのア ドレスをメ.___ルにて送信 し、 また、同会社 ・同設

計事務所で医療 ・福祉施設の設計 を経験 し、豊富 な知識 を持っている方に も、ア ンケー ト

に協力 してもらった。 アンケー トの返信総数 は36で あった。

(2)回 答者の属性

① 回答者の性別は、男性が77.8%、 女性が5.5%で あ る。(図1)。

② 回答者の年齢 は、40歳 代が36人 中14人(38.9%)で 最 も多 くなってお り、次いで30歳 代

が36人 中10人(27.8%)、20歳 代が36人 中6人(16.7%)と い う順 になってお り、60歳 代

が36人 中2人(5.5%)で 最 も少 な くなっている(図2)。

③ 回答者の職種(現 状の役職)に ついては、設計者が複数の役職を持 っている場合が考え

られるので、複数回答 とした。回答者の中で、最 も多い役職 は 「意匠設計」 で、次いで

「設計の統括責任者」、 「防災計画」 という順 になった(図3)。
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図3回 答者の現在の職種(複 数回答)

一430一



医療 ・福祉施設における防災計画手法 とその普及対策に関する設計者の意識調査

4.設 計者の屋外避難 スロープに対する意識

医療 ・福祉施設において車いすやス トレッチ ャーで避難す ることを想定 した屋外避難ス

ロー プの写真 を掲載 し(写 真1)し 、その有効性 をたずねた結果、「大変有効である」 と

答 えた方は、36人 中2人(5.5%)、 「有効 である」 と答 えた方は36人 中15人(41.7%)と

なった。一方、「あま り有効 でない」 と答 えた方は36人 中17人(47.3%)、 「有効でない」

と答えた方 は36人 中2人(5.5%)と なった。屋外避難スロープが車いすやス トレッチ ャー

の避難に有効であると考 えている設計者は、全体の47.2%に 対 し、有効でないと考 えてい

る設計者 は、全体 の52.5%と 半数以上 を占めている。 この結果か らも、設置 されている屋

外スロープは車いすやス トレッチ ャーでの避難は多少困難 となることが予想 される(図4)。

次に、屋外避難ス ロープが車いすやス トレッチ ャーの避難 に 「大変有効 である」、 「有効

である」 と答えた方にその理由をたずねた結果、「屋外 に出ることで安心感が得 られる」 と

答えた方が最 も多 く、次いで 「火災による火炎や煙の影響 をほとんど受けずに避難で きる」

と答えた方が多 くなっている(図5)。 また、その他の意見で も 「車いす利用者 と健常避

難者 との混在 と考える と、避難階段 とは別 に屋外避難スロープ とい う避難手段 も考えに入

れることは重要である。」 といった意見が出されている(表1)。 これは、車いす使用者や

ス トレッチ ャー を建物 内の炎や煙 か ら守 るのには、一時的屋外 に脱出することが安全であ

り、有効な避難手段 と考 えていることがわかる。

次 に、屋外避難ス ロー プが、車 いすやス トレッチ ャーの避難 に 「あま り有効 でない」、

「全 く有効でない」 と答 えた方に、その理 由を答 えて もらった結果、「直線部が長い と車

いすやス トレッチャーのス ピー ドがです ぎて危険であ る」 の回答が19人 中14人(73 .7%)

で最 も多 く、次いで 「高層になるほど地上 までの避難動線や避難時間が長 くなる」が19人

中12人(63.2%)、 「1人 以上の自力移動困難者 を避難 させ るのに多 くの介助者が必要 とな

る」が19人 中12人(63.2%)と なっている(図6)。 また、その他の意見で も 「車いす利

用者が避難スロープを使用 して避難するのは体力的に負担が大 きく、 また介助者 にとって

も負担が大 きい」や 「避難スロープはほ とん どが斜路部分 なので待機するのは困難なので、

避難バ ルコニーを設置 した方が よい」 といった意見が 出された(表2)。 これは、現状 の

スロープ勾配が、車いす利用者やス トレッチャーで走行す るには急勾配であ り、避難時 に

使用す ることは困難であ ること、 また屋 外避 難スロープを設置す るため には、膨大 なス

ペースを確保する必要があるが、そのスベースに対す る避難効率はあま り良 くない ことを

指摘 しているといえる。

次に、屋外避難ス ロープを設置 した場合、設計にあたって どの ような問題があるのか を

質問 した ところ、「建設 コス トが増大す る」 と回答 した方が36人 中28人(77.8%)で 最 も

多 く、次いで 「建築面積が増大する」 と回答 した方が36人 中24人(66.7%)、 「施主にスロー
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プ設置を説得す る論拠やデー タが不十分である」 と回答 した方が36人 中20人(55.6%)と

いう順 になった(図7)。 また、その他の意見では 「屋外避難スロープを設置するためには、

建築面積や延べ面積が大 き くなる」 といった意見が挙 げられ(表3)、 避難施設だけの問

題だけでな く、建物の全体の計画に大 きな影響 を与 えるハ ー ド的 な問題 と、建設 コス トの

増大 といった問題が屋外避難スロープの設置の大 きな障害 とな り、その結果施主 にス ロー

プ設置を促せ ない とい う現状が うかが える。

縫難
羅 ～ 讐 髪 謡、燕_講 識;懸 灘1ミ箋謙1

灘 譲蕊撫 繭毒繕購騨 卜 …一

(君津市保健福祉セ ンター)

(文2、p.12の 写真 を掲載)

(国際障害者交流セ ンター)

(ビ ッグ ・アイ)(筆 者撮影)

写真1車 いす用の避難ス ロープの事例
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回答数<36>

Q%

凹大変有効である

■全く有効でない

図4

20%40%609680%1flO%

口有 効である 爵あまり有効 でない

C7分 か らない

屋 外 避 難 ス ロ ー プ の 有 効 性

その嬢33

消防隊・救助隊等に発冤されやすい紛

自分のいる階数を確認しゃすい団

麗外に出ることで安心懇が得られる1151

火災による火炎や煙の影響をほとんど受けずに避難できる〔瑚
P

E3.0%2◎.○%40.Oち66α0%80.096葦no.◎ 鷲

(屋外避 難スA一 プが有効 な避難苧 段であるとQ答 した17人 の回 答:複 数 回 答可)

図5屋 外 避 難 ス ロ ー プ が 避 難 上 有 効 な 点

0.0%20.0%40.0%60A%84.0%100.0%

(屋外 避難スmプ が有効 な避難手 段でないと園管 した19人 の 回答:複 数回答可)

図6屋 外 避 難 ス ロ ー プ が 避 難 上 有 効 で な い 点

0.0%20.0%40.0%60.0%

(屋外スQ一 プを設置 する場合 の問顯 点;複 数 回答可)

図7屋 外 ス ロ ー プ 設 置 の 問 題 点

80.096 100.0%
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表1屋 外避難スロープが有効であると答えた理由(そ の他)

表2屋 外避難スロープが有効でないと答えた理由(そ の他)

1-3 「あまり有効でない」、 「全く有効でない」と答えた理由

1

車いすで複数階分のスロープ を自力で下 りの は、筋力的 にまず無理。介助者がついて

も、かな りの労力が必要。そんな人た ちが一斉 にこのス ロープをお りることを想像 す

る と大変危険。

2

日常動線で利用する頻度が極端 に少 ない手段 となる上、避難動線距離が長 く、一度こ

の コースに入 って しまうと立ち止 まれ ることが許 されないな ど、心理的不安感 も大 き

いと思われ る。

3

患者、障害者、寝 た きりの方に対 し、被災時 にす ぐ移動す る必要があ るこ とに問題が

あ ると考え られる。安全 に滞留で きるような、一時避難が出来る前提で救助 において

屋外のスロープは有効 と考える。

4

実際の病院の中では、ベ ッ ドで寝 られている患 者が多い ことな ど、 自力避難が困難で

あ ると思 われ る。 ス タッフの付 き添い無 しでの避難 は不可能だ と思 う。 それよ り、水

平避難を強化 して避難す る方向を考 えたほうが良い と思 う。 また、極小 の敷地での設

置 は困難になるケースが多い と思われる。 この実績が詰 まる ことによ り、設置義務 に

なる方向に向か うと困ると考 える。

5 施設 を利用 している方 に、スロー プを使用す ることは困難である。

6

避難スロー プは大半が斜面 とな り、一時避難所 としての待機 スペ ース としては利用 で

きない。 スロープを利用 してs　 ;が で きる状態 の人であれば、バ ルコニーを設けて屋

上広場等へ も避難で きるはずであ り、その方が 自力避難で きない人 に対 しても、有効

と思われる。

6

避難時の心理状況では、通常の安全配慮を保ちなが ら長時間通行するのは困難である。

また、一人の停滞がより大 きな災害につなが りやす く、結局救助を待つことになる。

救助活動用として制限する方が有効とも考えられる。

7

避難時に車いす は危険であ り、ス タッフが抱 くもしくは背負 って他の患者の避難速度

と合 わせ るのが基本 と考える。 また、通常はベ ッ ドに患者 さんが寝ているので、緊急

避難時にス トレッチ ャーを持 って きて、乗せ替えて避難 させ るの は現実的ではない。

また、ス トレッチ ャーを患者人数分用意す るのは困難である。

8

日常車 いす を利用 して生活 している人たちに とって も、非常時の利用 は危険 と思 う。

かつ て保育所 にスロープの曲が り角にクッション代 わ りに布 団を巻 きつ けているのを

見たこ とがある。それで もそれ を乗 り越 えて落ちる子供 たちがい るとの話 を聞か され

たこ とがある。
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表3屋 外避難スロープを設置する場合、設計にあたっての問題点
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5.一 時待機 場所

(1)一 時待機 場所の認知度について

アメ リカでは、1991年 に制定 されたADA.AG(ADAAccessibilityGuidelines)(図8)

で車いす利用者 を一時的に待機 できる場所屋内避難階段 に設置す ることが規定 されている

が、 日本の高齢者 ・身体障害者等の利用 を配慮 した建築設計標準 において、平成15年2月

に一時避難施設 を設 けるガイ ドライ ンが設け られた(図9)。 これ らの車いす利用者の一

時待機場所を設置 した屋 内避難階段 の平面図 を用いて説明 し、認知度について質問 した。

その結果、「よ く知っている」 と回答 した方が36人 中10人(27.8%)、 「だいたい知 っている」

と回答 した方が36人 中6人(16.7%)と なった。一方、「聞いた ことがあるが、内容はよく

知 らない」 と回答 した方が36人 中9人(25.0%)、 「はじめて聞いた」 と回答 した方が、36

人中11人(30.5%)と なった。全体的に車いす利用者 のための一時待機場所 の認知度は低

く、全体の55.5%と 半数以上 を占めている(図10)。

次に、車いす使用者のための一時待機場所 を設けた場合、屋 内.,階 段 の奥行 き寸法が

どの程度大 きくなるか を具体 的に図面上 に示 し、 どの程度平面計画 に影響 を与えるか質問

した。その結果、「大 きく影響 を与 える」 と回答 した方が、36人 中6人(16.7%)、 「少 し

影響 を与える」 と回答 した方が36人 中27人(75.0%)、 「あ まり影響 はない」 と回答 した方

が、36人 中2人(5.6%)、 「分か らない」 と回答 した方が36人 中1人(2。7%)と な り、平

面計画上になんらかの影響を与 えると答 えた方は、91.7%を 占めている(図ll)。

次に前間の質問に対 して 「大 きく影響 を与える」、「少 し影響 を与える」 と回答 した方 に

その理由を聞いた結果、「病室か ら決 まる奥行 き寸法のスパ ン内に階段室が納 まらな くなる」

と回答 した方が33人 中19人(57.6%)と 最 も多 くなってお り、次 いで 「法定の建ぺ い率や

容積率が ぎりぎりの設計の場合、他の部分の面積 を圧迫す る」 と回答 した方が、33人 中12

人(36.4%)と なっている(図12)。 またその他の意見で は 「屋内避難階段 の奥行 き寸法

のスパ ン内に納 まらないため、階段の設置箇所が制 限されるが、それほど困難ではない」

や 「設置す るには、病棟の特性 を理解 し、車いす利用者数 も考慮 に入 れる必要が ある」、

「構造スパ ンが特殊になる」、「民 間の医療 ・福祉施設では設置が困難である」 といった意

見があった(表4>。 この ことか ら、現状の屋 内避難階段の奥行 き寸法は、病室 の寸法か

ら受ける影響が大 きいことが明 らか になった。 また、実施設計の際に屋 内避難階段 に一時

待機場所 を確保 できるように計画す ることに対 して、可能性 はあるが、構造計画や施主に

一時待機場所の設置の理解 を得ることが障害 となるであろうとい う意見が多 く出た
。

次に車 いす使用者の避難安全確保のために一時待機場所が有効であるか どうか を質問 し

た結果、「大変有効 であ る」 と回答 した方が36人 中7人(19.4%)、 「有効である」 と回答

した方が、36人 中15人(41.7%)と なっている。一方、「あま り有効 でない」 と回答 した
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方 が 、36人 中ll人(30.6%)、 「全 く有効 で ない」 と回答 した方 が36人 中1人(2.8%)と

な り、 車 いす 使用 者 に対 し一一時待 機 場所 を設置 す る こ とは、避 難 安全 確保 に有効 で あ る と

回答 した方 は、全 体 の61.1%を 占め てい る(図13)。
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次に、車 いす使用者のための一時待機場所が 「大変有効である」、「有効である」 と回答

した方に対 し、その理由を答 えて もらった結果、「屋 内避難階段室内 は防火 ・防煙 区画 さ

れていて廊下 よ りも安全性 が高い」 と回答 した方が22人 中17人(77.3%)と 最 も多 くなっ

てお り、次 いで 「インターホ ンがついているので、待 っている間の不安が軽減 され る」が

22人 中9人(40.9%)と なっている(図14)。 またその他の意見では、「屋外避難スロープ

よ り、屋 内避難階段 の一時場所 のほうが有利 である」や 「一時待機場所が簡易や篭城 区画

として機能す る」や 「屋 内避難階段室 に一時待機場所 を設 けるので、パニ ック時で も避難

を妨 げない」 といった意見が出 された。

次 に、車いす使用者のための一時待機場所が 「あま り有効で ない」、 「全 く有効でない」

と答えた方 に対 し、その理由を答えて もらった結果、「その他」の意見が12人 中11人(91.7%)

と最 も多 く、次いで 「一時待機場所に救助者が来るまでの間が不安である」が12人 中3人

(25.0%)と なった。その他の意見では、「屋 内避難階段 に車いすで待機 した場合、 タンカー

等で避難す る時 など障害になる可能性がある」や 「1つ の病棟に大勢の車いす患者がいる

場合 においては、有効であるとはいい難い」、「防火扉 は、車いす利用者一人で操作す るの

は困難であ る」、「スペースを確保 している とはいえ、転落の危険性が生 じる」、「屋 内避難

階段は、防火 区画が不完全でない場合があるため、安全であるとはいえない」 とい う回答

が あった(表5)。

回答数く36>

0%20%40%soy80%loox

燈よく知っている ロだいたい知っている

罠聞いたことはあるが、内容はよく知らない ■はLめ て聞いた

図10車 い す 利 用 者 の 一 時 待 機 場 所 の 認 知 度

<回 答数36>

1

6127慧ll

0%20%40%60%80%100%

日大きく影響を与えるロ少し影響を与える 魍あまり影響はない

霞全く影響はない 自分からない

図11一 時待機 場所 の設置が平面計画に与 える影響
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その慨8]

病窒から決まる奥行き寸法のスバン内に階段窒が納まらなくなる

[tsl

法定の建ぺい率や容積率がぎりぎL)の設ofの 場合、他の部分の

面積を圧追するri27

階段室面積の増加分にとどまらず、廊下等他の部分の床面積も

増加するC;1]

αO撃も20.O%4aO%60.O%BEI.◎ 覧100.Oち6

(平面計画に影響を与えると答えた33人 の園答:複数回答)

図12屋 外避難階段に一時待機場所 を設 けるこ とによ り受ける影響

Q答 数<36> 、7 で5 織黛翻

0%20%40%60%80%100%

ロ 大変 有効である 口有 効である 国 あまり有効でない

鑓 全く有 効でない 囲分 からない

図13一 時 待 機 場 所 の 有 効 性

その慨5】

インターホンがついているので、待っている間の不安が軽滅
される[9]

階段を降りて避難してくる人に車いすの避難者がいることを
認知してもらいやすい[刀

屋内避難階段室内は防火・防煙区画されていて廊下よ弓も
安全性が高い〔1刀

踊場の奥行き寸法にゆとりがあるので、上墜から階段の避
難を妨げない[8]

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%y40.0%

(一時待機場所が有効であると圃答した22人 の園答:複 数園答)

図14屋 外避難階段の一時待機場所が有効である理由
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図15屋 外避難階段の一時待機場所が有効でない理由

6.容 積率の算定の緩和規定および融資制度の支援措置

平成15年4月 にハー トビル法が改正 され、利用円滑化誘導基準 に適合するように廊下や

階段 を大 きくす る等の措置を講 じた場合、「容積率の算定の緩和」や 「融資制度の支援措置」
　 ヨ　

が受けられるようにった。 ここでは、これ らの緩和規定の認知度や、容積率の緩和規定が

一時待機場所の設置の促進につ なが るか どうか
、 また、一時待機場所 の設置 に仮 に融資制

度が認め られた場合の有効性等 を質問 した。

(1)緩 和規定の認知度(図16)

緩和規定の認知度 につ いては、「よく知っている」 と回答 した方が36人 中13人(36.1%)、

「だいたい知 っている」 と回答 した方が36人 中10人(27.8%)、 「聞いたことはあるが、内

容はよ く知 らない」 と回答 した方が36人 中6人(16.7%)、 「は じめて聞いた」 と回答 した

方が36人 中7人(19.4%)と なってお り、全体 の63.9%が 緩和規定 に関する知識を持って

いると結果が得 られた。

(2)容 積率の緩和規定の有効性(図17)

車いす使用者の一時待機場所の設置 に対 し、 「容積率の算定の緩和規定」 は、現在 み と

め られていないが、仮に緩和規定が一時待機場所の設置に対 して適用 された場合、設置の

促進につ なが るか どうか質問 した。

結果は、「大いにつ ながる」 と回答 した方が、36人 中7人(19.4%)、 「少 しはつ なが る」

と回答 した方が、36人中22人(61.1%)、 「つながらない」と回答 した方が、36人 中5人(13 .9%)、

「分か らない」 と回答 した方が36人 中2人(5.6%)と な り、 ある程度役 に立つ と回答 し

た方が、全体の80.5%を しめている。 このように、約8割 の設計者が容積率の緩和規定が

一時待機場所の設置につなが る可能性 を認めている
。
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一方
、「容積率の算定 の緩和規定」が一時待機場所の設置の促進 に 「つなが らない」 と

回答 した方 にその理 由を答 えてもらったところ、「緩和規定 を受けるための作業がか な り

大変 なため、積極的に運用する気持 ちになれない」、「面積が増加す ることによる工事費の

増額の方が問題 となる」、「施主 は利用 目的部分の面積の増大 を望 んでいるためあま り意味

がない」 とい う意見がだ された(表6)。

(3)融 資制度の有効性(図18)

車いす使用者の一時待機場所の設置 に対 し、「融資制度」は、現在認め られていないが、

仮にこの制度が一時待機場所の設置に対 して適用 された場合、設置の促進 につ ながるか ど

うか質問 した。

結果、「大いにつ ながる」 と回答 した方が、36人 中3人(8.4%)、 「少 しはつなが る」 と

回答 した方が、36人 中22人(69.5%)、 「つながらない」 と回答 した方が、36人 中7人(19.4%)、

「分か らない」 と回答 した方が、36人 中4人(ll.1%)と な り、あ る程度役 に立つ と回答

した方が、全体 の69.5%と 、容積率の緩和規定 よ り有効 と感 じてい る方が少 な くなってい

るが、半数以上の方が、一時待機場所 の設置につなが るのではないか と考 えている。

一方、「融資制度」が一・時待機場所 の設置につ なが らない と回答 した方の理由は、容積

率の緩和規定 と同 じく、「手続 きが大変 なため、設計者の負担が大 きくなる」や 「融資 を

受 けた場合、計画案や作業工程 に対す る制約が発生す る」、「一時待機場所設置に対 しどの

程度の補助が受 けられるか による」 といった意見がでた(表7)。
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<回 答数36>

0% 2UX 40% soy :1'. 100%

日よく知っている ロだいたい知っている

母聞いたことはあるが、内容はよく知らない ■はじめて聞いた

図16容 積率の緩和規定および融資制度の支援措置の認知度

<回 答数36>

0% 20% 40x sox 80% 100

臼大いにつながる ロ少しはつながる 團つながらない □分からない

図17容 積率の緩和規定の有効性

<回 答数36>

0% 20% 40% 60X #' 壌00%

自大いにつながる 口少しはつながる 園つながらない ■分からない

図18融 資制度の有効性
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表4一 時待機場所 を設置 した計画に与える具体的な内容

2-3

1
病室から決まる奥行 き寸法のスパ ン内に階段室が納 まらないため、階段を設置できる

位置が制限されますが、それほど無理な話ではないと思う。

2

屋内避難 階段 にその ようなスペースをとるこ とは適切 な設計 とは考えられない。病棟

の階段室 は通常利用 され ている ことは少ないが、雨天の 日の洗濯物干 し場 やベ ッドな

どの置 き場 となっていることも多い。 日常 的な管理が適切 に行われてい ることが前提

となるこの仕組みは望ま しくない。

3 階段室内に待機スペースを設ける考え方に疑問がある。

4
義務つけられると困難である可能性が高い。あくまでも施設の設立者の自由意思にま

かせるべ きである。

5

推奨地 を守る という意味で設 けるのであれば、影響 は少ない といえるか もしれない。

しか し、病棟 の特性 により、車いす利用者の割合 は変わるため、それ らを含めて評価

して、待避スペ ースを設 定す る必要性 を考 えた場合、評価が極めて難 しくなる。

6
構造スパンなど特殊条件が発生するため、早期に階段室配置 と周辺所室調整を考慮 し
た計画をする必要がある。

7
車いすが階段 室に入 った ところで、その先 どうやって避難するか不明である。む しろ、

階段 を使 える避難者 の障害 となる可能性大。

8
一時待機場所 がバ ルコニーや避難器具 と同等 に有用 と して法的に位置づ け られ、他 の

施設の軽減 にな らない限 り、有効率 を求め られ る民 間病院では採用で きない。
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表5一 時待機場所が有効でない理由(そ の他)

2-6 一時待機場所が有効でない理由

ユ
病院での車いす以上(ス トレッチ ャー等)の 介護が必要な避 難者 は多 く、階段 室内に

車いすで待機 した場合、逆に タンカーな どで避難す る時な ど障害 になる可能性がある。

2

車いす2台 分の確保が妥当か。例えば回復期リハ ビリ病棟など、1つ の病棟に大勢の

車いす患者がいる病棟においては有効であるとは言い難い。一般の病棟であれば多少
は有効であるとは思う。

3

階段室 内の場合、 スペースを確保 しているとはいえ、転 落の危険性が生 じる。 また 日

常的に利用する動線ではない。 さらに健常者が どんどん':す る姿 を見て、待 ってい

るのは不安 ではないか。水平避難ができないプラ ンで初 めて有効な手段 になるのでは

ないか と思 う。

4

階段室が法的にはきちんと区画されていて安全な場所であるが、実状は扉にはいろん

な隙間があり遮煙性能自体が完壁なものでない。よって安全は確保できないのではな

いかと思う。

5

避難時 はパニ ックが起 こる可能性が高 い。そのときに、 い くら案内で掲示 していても

車 いす利用者が階段 に向か ってい くとは考え られ ない。 あ くまで も階段 は、歩 ける人

の避難手段 であ る。

6 イ ンターホ ンに誰 も反応 しない場合、屋内避難階段 に とりの こされる可能性が ある。

7 現状の防火扉 は、車 いす利用者一人で操作 で きないので はないか。

8

パニ ックに陥っている避難者 と車 いす一時待機場所 は、錯綜 しないほうが よい。階段

室内 に設けることは区画上有利 ではあ るが、計画がで きるのであれば、階段やス ロー

プに直接つ ながるのではな く前室 内に設けるなどワンク ッションおいたほ うが安全 で

はないだろうか。バ ルコニーに退避場所 があれば、一時待機場所 からス タッフが背負 っ

て階段 を降 り、不要 の車いすは次の車いす避難者に備 えて下(外 部)に 落 とす ことが

で きる。

9
一時待機場所に整然 といて くれるだろ うか

。そのために階段 の扉が開かない等、階段

を転げ落ちるとか2次 的被害が 出ないだろうか

10
車いすが階段 室に入 った ところで、その先 どうやって避難す るか不明である。む しろ、

階段 を使 える避難者の障害 となる可能性大。

11 階段 の レイアウ トによ り、居室か らの避難距離 に差が生 じる。
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表6容 積率緩和が一時待機場所の設置促進につながらない理由(そ の他)

表7融 資制度が一時待機場所の設置促進につながらない理由(そ の他)

2-11

1
これ らの作業が発生 して も、設計料が上るこ とはまずない。融資制度の手続 きが大変

なため、設計者の負担が大 き くなるため、積極的 に設計者が勧 める とは思えない。

2 部分において全額補助であれば設置するが一部では難しい。

3
申込みや審査検査などに膨大な手間と時間が必要であることが予測され、設計や現場

の手間が増えるだけであるので、積極的に勧めたくない。

4

融 資で はな く、補助でないとだめだ と思 う。 しか し、補助 を受ける となると監査 など

言葉 は悪いが面倒事が増 え嫌が られることと推察 される。小額の補助で多大 な制約 を

受 けることは嫌 われ ると思 う。

5 コス トよ りも有効 な面積 を重視 しがちなため。

6
融 資については、計画案や工程 に対す る制約 を生 じ、必ず しも好感が もたれ るとはい

えない。
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7.ま と め

1)屋 外避難ス ロープは、避難時に 「あま り有効でない」、「全 く有効でない」 と回答 し

た方が36人 中19人(52,8%)で 、全体の半数以上 の設計者が避難の手段 としてはあ まり

有効でない と考えている。

2)屋 外避難スロープが車いすやス トレッチャーの避難に有効でない と回答 した理由は、

「直線部が長い と車いすやス トレッチ ャーのスピー ドが出す ぎて危険であ る」や、「高

層の場合、避難動線や避難時間が長 くなる」、「介助者が多 く必要である」 という回答が

多い。この ことか らも、ス ロープの勾配が車いすやス トレッチ ャーが走行するには急勾

配であること、 また車いす使用者が 自力 で走行する ことが困難であると考えている設計

者が多い。

3)屋 内避難階段室 内に車いす使用者のための一時待機場所 に関す る認知度について 「よ

く知っている」、「だいたい知っている」 と回答 した方が、36人 中16人(44.4%)で 、一一

時待機場所 に関す る認知度はあま り高い とはいえない。

次 に、実際屋 内避難階段室内に一時待機場所を設置 した場合、平面計画に影響 をあたえ

るか どうか という質問 に対 しては、36人 中33人(91.7%)が 何 らかの影響 を与 えると回答

してお り、 その具体的 な内容 は、「病室か ら決 まる奥行 き寸法のスパ ン内 に階段室がお さ

まらなくなる」 という回答が多 く、この ことか らも屋 内避難階段の奥行 き寸法計画 は病室

の奥行 き寸法が大 きく影響 している といえる。以上の ように平面計画には多少影響与 える

ものの、 自由記入欄 には、「階段 の配置が制 限されるが、実際で きないことはない」 とい

う意見 もあ り、屋 内避難階段室内に一時待機場所 を設けることはそれほ ど困難ではない よ

うである。

4)屋 内避難階段 における一時待機場所 の有効性 に関す る質問は、避難時に 「大変有効で

ある」、「有効である」 と回答 した方が36人 中22人(61.1%〉 で、全体 の6割 近 くの設計

者が避難の手段 として有効である と考えていることが明 らかになった。

5)「 容積率」や 「融資制度」 といった緩和規定の認知度は、「よく知っている」、「だいた

い知 っている」 と回答 した方が全体の63.9%を 占めてお り、認知度は比較 的高い といえ

る。

次に、屋 内避難階段 内に一時待機場所 を設けるのに、容積率 の緩和規定が適用 された場

合、一時待機場所 の設置 の促進につなが るかとい う質問には、全体 の80.5%が つなが ると

回答 している。 また、「融資制度」 についても同様の質問を した ところ、全体の69.5%が

つ なが ると回答 している。 しか し、 これ らの緩和規定が 「つなが らない」 と回答 した方の

理由では、「手続 きや申請が複雑で、設計者の負担 となる」、 「施主側 に一時待機場所設置

の理解 を得 ることは困難である」 とい う回答があ り、実際 に 「容積率の緩和規定」や 「融
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資制度」が一時待機場所 に適用 された として も、手続 きの問題や施主 に対 し一時待機場所

の設置の理解 を得 るといった問題点 を解決 しなければ、一時待機場所の設置促進 にはつ な

が らないといえる。
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